
日本の

住宅税制
考えよう！

● これからの住まいづくりに向けた提言 ●
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はじめに

わが国の住宅ストック総数は約6,240万戸と世帯数を上回る状況となって
います。しかし、住宅ストックの多くは省エネ・耐震等の性能が不十分で
あり、建替え等による性能向上が必要と言われています。また、住宅政策
は、新築・既存住宅全体として国民の住生活に対する多様なニーズに応え
つつ、将来世代に継承できる良質な住宅の供給を促進し、住宅ストックの
良質化を推進していくとされています。国民が健康で豊かな住生活を享受
できる持続可能な社会を構築し、良質な住宅ストックを次世代へと引き継
いでいくためには、建替えやリフォームへの積極的な民間住宅投資が継続
的に行われなければなりません。
住団連では、ストック型社会に相応しい住宅税制を目指し、再構築する目
的で、中長期を展望し今後の住宅税制のあり方の方向性を示すものとして
「住宅税制の抜本的見直しに向けた提言」を取りまとめました。この冊子は、
この提言の趣旨等を説明するものです。

本提言の背景

住まいの取得・保有にかかる税金って？

住まいと消費税の関係とは？

住まいと流通課税（不動産取得税、登録免許税、印紙税）の関係とは？

住まいと固定資産税の関係とは？

住宅税制の抜本的見直しの方向

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅲ-1.

Ⅲ-2.

Ⅲ-3.

Ⅳ.

提言全文はこちらからご覧いただけます。
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住宅ストックの断熱性能

出典：国土交通省 令和4年 社会資本整備審議会
　　  第46回建築分科会資料

H4（1992）
基準
22%

現行
基準

（13%）

S55（1980）
基準
36%

S55基準に
満たないもの
（無断熱等）
29%

出典：「2021年度  戸建て住宅の顧客実態調査」
住宅生産団体連合会調べ　　　　　

住宅に係る消費税の圧迫感

82.1%の人が
圧迫感ありと回答

出典：国土交通省 2020年6月26日 第52回社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料を基に編集

建替え等による
対応

バリアフリー・
省エネを

いずれも満たす

バリアフリー・
省エネを

どちらか満たす

昭和55年以前建築
空き家等

うち耐震性不足（約700万戸）

（約1,300万戸）
（約880万戸）

（約1,700万戸）

（約230万戸）

（約2,100万戸）

バリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

リフォーム等による
性能の向上

将来世代に継承できる良質な住宅の供給

人が居住している住宅ストック総数 約5,360万戸

住宅ストック総数 約6,240万戸

戸建・長屋の約60％
共同住宅の約30％

内訳
賃 貸 用：約430万戸
売 却 用：約　30万戸
二 次 的：約　40万戸
建築中等：約　30万戸
そ の 他：約350万戸

バリアフリー・省エネ・耐震の
いずれも満たす住宅はわずか約
230万戸です。

将来世代に継承できる長期優良住宅や ZEH
などの良質な住宅の供給には、住宅ストック
の建替え等による性能向上が必要です。

家を建てる人の多くが
消費税への負担を感じ
ています。

人が居住している住宅ス
トックのうち、断熱性能が
現行基準を満たしているの
は僅か13%です。
脱炭素社会の実現に向けて、
ZEH（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ハウス）などを普及していくこ
とが求められていることを考えると、建
替えやリフォームによって住宅の性能を
高めていくことが大事になっています。

現状の建替え・リフォーム時の消費税をはじめとする税制負担は
大きく、また、今後も負担増が見込まれます。住団連では、ストッ
ク型社会に相応しい住宅税制を目指し、再構築する目的で、中長
期を展望し今後の住宅税制のあり方の方向性を示すものとして「住
宅税制の抜本的見直しに向けた提言」をとりまとめました。

住宅ストックの多くは省エネ・耐震等の性能が不十分であり、建
替え等による性能向上が必要です。
国民が健康で豊かな住生活を享受できる持続可能な社会を構築し、
良質な住宅ストックを次世代へと引き継いでいくためには、建替
えやリフォームによる性能向上が必要です。

良質な住宅ストックの形成に向けて

住宅ストックの現状

しかし
ながら

※住宅ストックとは社会的資産としての既存住宅のこと。

Ⅰ.本提言の
背景
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例えば、3,000万円の住宅の取得時にかかる税金は… 約 330 万円

消費税（10%の場合） 3,000,000円

不動産取得税 225,000円

所有権保存登記　登録免許税 18,500円

抵当権設定登記　登録免許税 28,000円

建築請負契約時の印紙税 10,000円

住宅ローン契約時の印紙税 20,000円

合計 3,301,500円

■シミュレーション条件　　木造2階建て・延べ床面積130㎡の建物、請負金額3,300万円(税込)
　　　　　　　　　　　　　住宅ローン借入2,800万円、2020（R2）年中の契約引渡

・固定資産税評価額を1,950万円、新築建物価格認定基準表に基づく価格を1,235万円に設定して試算しています。
・不動産取得税、登録免許税（所有権保存登記、抵当権設定登記）、印紙税は軽減措置適用後の税額です。
　（固定資産税評価額は取得価格の約60%、新築建物価格認定基準表に基づく価格は東京法務局管内木造居宅

95,000円/㎡に設定）

消費税導入前
（1989 年購入）

消費税 3%
（1990 年購入）

消費税 5%
（2000 年購入）

消費税 8%
（2015 年購入）

消費税 10%
（2020 年購入）

将来消費税が
増税されると

住宅の取得時期による不公平の発生課題  　1

そもそも消費税は
どんな税なの？

どうして住宅の場
合、公平性や中立
性が確立されてい
ないの？

食料品などの日常的に購入・消費するものは、
消費税率が変わっても繰り返し消費するので、
税負担の不公平はないよね。住宅は何十年と超
長期にわたり使用されるものなので、住宅を取
得した時期の消費税率の違いによって、税負担
に不公平が発生してしまうんだよ。
さらに、消費税率が引き上げられ
ると個人にとって最も高額な耐久
消費材である住宅の市場に大きな
マイナスの影響を及ぼすので、市
場に対する中立性という点でも課
題があるんだよ。

高齢化等に伴う社会保障の増大に対応するた
め、国民に公平な負担を求める「水平的公平性※」
と「市場に対する中立性」に優れた税として、
1989 年 4 月 1 日から導入された税だよ。
ところが、住宅に関しては公平性
や中立性が確保されていない部分
もあるんだ。

マイホームの取得・保有に

どのくらいの税金が

かかるか知ってる？

3,000万円の
住宅の場合

※水平的公平性＝同じ経済力の人は同じ
税の負担をすべきというもの。

※住宅取得・保有時の他に譲渡・相続・
贈与に係る課税もあります。

※原則として市街化区域内の土地・家
屋には都市計画税も課税されます。

＋

取得時

保有時
（毎年）

住宅を取得するの
にこんなにたくさ
んの税金を支払っ
ているのね。さら
に、所有者には毎
年固定資産税が課
税されるのね…。

これからの住宅はおよそ
３世代 ･100 年の使用を想定しています。

同じような家を取得しても、
住宅の取得時期よって消費税負担が

こんなに異なります。
公平と言えるでしょうか？

既に住宅を取得
した人に関係無く、

これから住宅を取得する
若い世帯に重い負担

増税のたびに
格差拡大

住宅と消費税について

90万円 150万円 240万円 300万円

Ⅲ-1. 住まいと
消費税の
関係とは？

Ⅱ. 住まいの
取得・保有に
かかる税金って？
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取得時課税10％（現行の課税方式）の場合

住宅サービスの消費への課税の場合

消費税率の引き上げは住宅取得の意思決定に影響を及ぼして、増税の
たびに市場が縮小してきたから中立性にも課題があるんだよ。
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（万戸）

※事業者が商品やサービスを提供する際に要した仕入れや生産設備等の購入時の消費税は、そのままだと累積
してしまうため、「仕入税額控除制度」により全て還付することが認められている。

住宅の消費税はどの
ように課税すればい
いの？

100年を超えて使い続ける住宅は、他の耐久
消費財と全く異なるもの。
それであれば、住宅サービスの消
費（居住により住宅価値を長期に
わたって消費していくこと）に消
費税を課税することを考えてみて
はどうだろう。

1989年4月
消費税率３％に

バ
ブ
ル
景
気

1997年4月
消費税率５％に

2019年10月
消費税率10％に

バ
ブ
ル
崩
壊

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

100 年後も

現役なのに…

100 年後も

現役だよ‼

建物価格：3,000万円

建物価格：3,000万円

2014年4月
消費税率８％に

例えば、100年にわたる住宅サービスの消費を課税対象にすると
（年間3万円×100年＝300万円）、より公平な税負担も実現します。

消費税率の引き上げのたびに住宅市場が縮小課題  　2

取得費でなく
毎年の住宅サービス※の
消費に課税すべき !!

私たちの提言

購入時に10％
（300万円）を
一気に課税

100年間、
住宅サービスを提供

消費税込 うち消費税
建築費（課税仕入） 3,300万円 300万円−①
家賃収入（課税売上） 330万円 30万円−②

事業に係る消費税
（②−①） 還付▲270万円

消費税込 うち消費税
建築費 3,300万円 300万円

中立性に課題
とはどんなこ
となの？

非居住用の事業用建物を取得する事業者は、消費税
の「仕入税額控除制度※」により、課税仕入れに係る
消費税は全額控除されるから事業者の資本投資活動
に中立的なんだ。一方で、居住用建物を取得する個人は、同制度
の対象外なので消費税を全額負担しなければならないんだ。

事業者の非居住用建物では控除されるが、個人の居住用建物では控除されない消費税課題  　3

 • 建築費に係る消費税（最
終消費者）は全額負担
となる

 • 建築費に係る消費税（課税仕入）は
　全額還付される

 事業者が【非居住用の建物】を取得する場合

〈例：商業ビル（3,300万円）を取得し、
家賃収入（330万円/年）を得るケース〉

〈例：自己居住用の戸建て住宅（3,300万円）
を取得するケース〉

個人が【居住用の建物】を取得する場合

新設住宅着工戸数の推移

※住宅を使用して居住を実現している際の日々の居住空間の享受に
対する対価のこと。居住することで受けられる行政サービスや建
築事業者の提供するサービスの対価ではありません。

・・・ ・・・

良質な住宅ストックの形成に向けた提言①

Ⅲ-1. 住まいと
消費税の
関係とは？
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取得時課税10％（現行の課税方式）で、売却した場合

住宅サービスの消費への課税で、売却した場合

消費税90万円
（3万×30年）

水平的公平性・市場への中立性の問題を解消

消費税60万円
（3万×20年）

住宅サービスの消費への
課税が実現するまでに消
費税率がさらに引上げら
れると、世代間の不公平
が拡大しそうね…。

流通課税にも問
題があるの？

流通課税にもそ
れぞれ課題があ
るんだね？

流通課税は住宅の取得に関して課税するので、
新築・既存住宅の流通ともに阻害しているん
だ。良質な住宅を建て、長く大切に使いなが
ら何世代にもわたり住み継い
でいくには、既存住宅の流通
活性化は不可欠です。今後拡
大すべき流通の活性化を阻害
する要因になっている流通課
税の見直しが必要なんだよ。

そうだね。
①不動産取得税は不動産流通の阻害要因でもあり、消費税

との重複課税になっているので廃止すべきだね。
でもこの税は都道府県の貴重な財源であるので、 固定資
産税を都道府県と市区町村が共同で徴収する地方税とし、
減収分相当を都道府県分として上乗せ徴収する等の代わ
りの措置を講ずるべきだね。

②登録免許税は廃止し、登記事務に要する
行政コストの実費相当額を税ではなく手
数料として徴収すべきだね。

③印紙税は廃止すべきだね。

建物価格：3,000万円

建物価格：3,000万円

そうだね。住宅サービスの消費への
課税が実現するまでは当面の対応と
して、“ 住宅にも軽減税率を適用し
て、消費税増税の影響のない住宅の取
得環境を整備すべき ”だね。消費税が
引き上げられた際に大規模な住宅対策が講じられた
にもかかわらず民間住宅投資が大きく縮退し、それ
が、今なお回復していないという事実を踏まえると、
軽減税率を増税前の税率に固定することが妥当だね

（2020 年７月 31 日付住団連発表の「住宅税制の抜
本的見直しに向けた提言」では軽減税率５％）。

①不動産取得税は、消費税との重複課税です。

②不動産登記は、不動産の所有権の存在を示しているだけで
所有権を保証しているものではないのに、税負担が過大です。

③印紙税は課税事項を証明する目的で作成される文書書面に
課税されますが、印紙には証明する効力はありません。契
約金額に応じて印紙税額が異なることは合理的でなく、契
約手段によって課税の有無が異なる点も合理性に欠けます。

住宅流通を
妨げる3つの
流通課税

住宅サービスの消費への課税実現には数多くの困難な課題が存在しています。目指す
べきあり方を明示して課題解決に向けた議論を継続していくべきと考えています。
　例えば、以下の様な課題を解決する必要があります。
　　・毎年の住宅サービスの消費額を合理的かつ簡素な方法で定義すること
　　・住宅事業者が住宅完成までに支払った消費税を全額還付する仕組みをつくること
　　・住宅所有者から徴税できる仕組みをつくること
　　・既に消費税を支払って居住している既存住宅の取扱いを合理的に整理することーーなど

課題が多く解決に時間を要することが想定されますので、実現までの当面の対応策として、消費税の二
つの課題を解消できる軽減税率を暫定措置として適用することを提言しています。

30年後に売却

30年後に売却

20年後に売却

20年後に売却

・・・ ・・・

消費税0円

取得時消費税
300万円

水平的公平性・市場への中立性に問題

消費税0円

流通課税（不動産取得税、
登録免許税、印紙税）は

廃止すべき!!

私たちの提言

住宅と流通課税（不動産取得税、登録免許税、印紙税）について

不要不要

良質な住宅ストックの形成に向けた提言②

Ⅲ-2. 住まいと
流通課税の
関係とは？

Ⅲ-1. 住まいと
消費税の
関係とは？
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固定資産税（保有する固定資産に課税）

耐震性が低い住宅 耐震性が高い住宅

住宅の固定資産
税はどのように
課税すればいい
の？

道路・公園・上下水道等の公共施設
は都市計画に基づく土地利用を前提
に建物が建てられる前に決められて
います。また、行政サービスの質と
量は建物の有無にかかわらず地価に
反映されています。行政サービスの対価としての
固定資産税を土地だけではなく建物にまで課すこ
とは応益原則の観点から合理的であるとは言えな
いのではないでしょうか。土地のみを課税対象に
することで、性能が高い住宅ほど税額負担が大き
くなると言った矛盾も解消できます。

そもそも固定
資産税はなぜ
課税されてい
るの？

固定資産税は、固定資産の保有と市
町村が提供する行政サービス（※1）との
間に存在する受益関係に着目し、応
益原則（※2）に基づいて資産価値に応じ
て課税するとされています。
例えば、土地利用に際しては、道路・公園・上下
水道等の公共施設が必要となり、それら行政サー
ビスを受ける対価として受益の大きさに応じて市
町村に税金を支払うものが固定資産税です。

耐火性、耐震性、省エネ性、バリアフリー性、レジリエンス性などに優れた良質な住宅の
居住者が、火災や地震等の災害時に市町村から受ける行政サービスは、性能が劣る住宅の
居住者と比較して小さくなる見込みが高いにも関わらず、資産価値が高いという理由で高
額の固定資産税負担を求められます。性能の高い住宅、すなわち社会資産としての良質な
住宅ストックの普及を阻害する要因になっています。

地震時に行政による公的支援
（行政サービス）を受益する可能性は高い

行政サービスを受益する見込みが
低い住宅の方が固定資産税が高い

資産評価が低い 資産評価が高い

固定資産税額が低い 固定資産税額が高い

地震時に行政による公的支援
（行政サービス）を受益する可能性は低い

性能の高い住宅ほど高くなる固定資産税課題  　1

※１ 行政サービスとは、道路・公園・上下水道などのインフ
　　 ラ整備のこと。
※２ 応益原則とは国や地方自治体の提供する行政サービスの
　　 受益の大きさに応じて税負担すべきという考え。

現状）土地と建物の両方に固定資産税

提案）土地に固定資産税・建物への課税無し

建物の資産価値土地の資産価値

建物の資産価値土地の資産価値

固定資産税は
土地のみに
課税すべき !!

私たちの提言

固定資産税は土地だけに課税した方が合理的

住宅と固定資産税について

耐震性に着目した例

なのに… なのに…

在宅避難避難所を利用

良質な住宅ストックの形成に向けた提言③

Ⅲ-3. 住まいと
固定資産税の
関係とは？
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●将来的には住宅サービスの消費への課税に移行すべき
●但し、実現には多くの課題があるので、当面の対応として軽減税率５％を導入すべき

消費税1.

固定資産税3.

●固定資産税は建物への課税を廃止し、土地への課税に一本化すべき

●不動産取得税は廃止すべき
●登録免許税は廃止すべき
●印紙税は廃止すべき

流通課税（不動産取得税、登録免許税、印紙税）2.

考えよう !　日本の住宅税制
2022 年 10 月 10 日　初版
発行　一般社団法人 住宅生産団体連合会
編集　住宅税制・金融委員会
　　　（「住宅税制の抜本的見直しに向けた提言」普及・推進ワーキンググループ）

住宅税制の抜本的見直しの方向

2.

3.

1.

住宅生産団体連合会
（住団連）について

住宅生産団体連合会（住団連）は、住宅の生産供給に係る課題の解決を図るために、構
造・工法の枠を超えて会員団体間の調整及び取りまとめを行うとともに、住宅・住環境・
住生活・住宅産業に関する調査・研究を行い、住宅産業の経済的・社会的・技術的向上
と健全な発展を図り、もって国民の住生活の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目
的に活動を展開しています。

平成４年６月（平成 24年 11 月に一般社団法人に移行）

①住宅・住生活に関する様々な分野の調査研究
②住宅政策に関する提言・施策要望
（参考）最近の主な提言
　「住生活産業ビジョンVer.2021」
　「DX推進計画策定ガイドライン」
③国民への住宅・住生活関連情報の提供
④諸外国の住宅生産者団体との意見交換・情報交換
⑤災害復興支援　など

（一社）プレハブ建築協会
（一社）日本ツーバイフォー建築協会
（一財）住宅生産振興財団
（一社）全国住宅産業協会
（一社）日本木造住宅産業協会

（順不同）

（一社）リビングアメニティ協会
（一社）新都市ハウジング協会
（一社）輸入住宅産業協会	 	
（一社）JBN・全国工務店協会

旭化成ホームズ株式会社
住友林業株式会社
積水化学工業株式会社
積水ハウス株式会社
大和ハウス工業株式会社

大野建設株式会社
サンヨーホームズ株式会社
株式会社スウェーデンハウス
株式会社竹中工務店
TOTO株式会社
株式会社日神グループホールディングス

トヨタホーム株式会社
パナソニック	ホームズ株式会社
ミサワホーム株式会社
三井ホーム株式会社

株式会社日本ハウスホールディングス
三菱地所ホーム株式会社
株式会社 LIXIL
リンナイ株式会社
YKK		AP 株式会社

活動内容

企業会員

正 会 員
団体会員

設立

本提言は中長期を展望し、これからのストック型社会に相応し
いものとするために住宅税制への抜本的な見直しを提案してい
ます。ご賛同いただき、住宅税制の抜本的な見直しの推進にお
力添えをいただければ幸いです。
本提言の詳細などは住団連ホームページ内特設ページ
よりご覧になれます。

住団連ホームページ		https://www.judanren.or.jp

Ⅵ.住宅税制の
抜本的見直しの

方向



皆様の住宅税制に関するご意見を
  お聞かせください。

（こちらからアンケートページへお進みください。）


